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第 4 章

-2-(2)① 
第 4 章

-2-(3) 
 

【総務省案】 
「しかし、インターネットの「信頼性」をより確固たるものとしてい

くためには、・・・・・・・継続的に検証・整理する必要がある。」(報
告書案 24頁下から３行目～25頁７行目) 
「(3)「信頼性」確保に関する規律の在り方について 
	 本委員会では・・・・・・・・・「政策の実現に向けての留意事項」

として、考えをまとめる」(28頁 2行目～30頁 6行目) 
 
【意見】 
信頼性確保に関する規律のあり方としては、「法律」による規律の制定

が案のひとつとして提案されているがこれは絶対に避けるべきであ

る。また、「サービス提供主体の経営破綻等サービス提供において著し

い支障を生じた場合のセーフティネット」の内容をまずは明らかにす

る中で、現行の体制の問題点の有無を再度レビューし、必要な対策を

再検討するべきである。 
 
【意見の理由】 
① サービスの安定性という意味では、報告書案にも記述があるよう

に、現状においては、ＩＣＡＮＮから示されるセキュリティ基準

や安定的運用・維持方針等に基づいて安定的にサービスを提供し

ていると評価されている。「セーフティネット」という根拠に基づ

いて仮に法律による規律の制定を求めるとした場合には、当然立

法事実が必要となるが、現状の評価とは別に、法制度上担保をし

ておかないと著しい支障がありそれは他の手段では担保しえない

喫緊の課題であることなどの検証が十分に行われていない。なお、

「経営破綻」が例示されているが、法制度としては一般的な倒産

法制等で対応可能と考える。 
② 報告書案では、18 頁から 20 頁にかけて、ＪＰＲＳの信頼性確保
の取り組みが記述されている。また、契約に基づきＪＰＲＳの安

定性はＪＰＮＩＣと総務省が監視する仕組みが用意され、不足の

事態が発生した場合の手続きも用意されていることが報告書案に

記述されている。これらの状態の中で、さらに「法律」という手

段を講じないとサービスの安定性が担保できないとする理由が明

らかでない。 
③ セーフティネットを担保する方法として国が関与することが前提



 

 
 

となり、その関与の度合いを議論していると思われるが、その議

論の仕方自体が不適切である。真に安定的運用をするためにはど

のような人員を確保し緊急対応をどうするかなどいわばＢＣＰと

してあらかじめ何を決めておき、緊急時に何を行うのか、ＪＰＲ

Ｓ以外のサービス代替者や対応人員をどう用意しておくのかなど

を因数分解して議論をすることが先であり、規制ありきの議論は

本末転倒である。報告書案の記述にあるとおり、法律による規律

は、「民間主導によりグローバルに発展してきたインターネットの

ダイナミズムを阻害し、民間活力を削ぐ可能性がある」ので、絶

対に避けるべきである。 
④ なお、当連盟は、「.jp」ドメインの管理・運営の信頼性・透明性向
上の観点から、一定期間を区切った運営事業者の公募制度の導入、

政府との契約による透明性・信頼性の向上等を本年 1 月 7 日のド
メイン政策委員会で提案しているので参考にされたい。 

32 
35-38 

第 4章-4 
参考 

【総務省案】 
「４	 インターネットの特性等への対応について［第３及び第 4の論
点について］ 
	 「第 1章３ 近の新たな動き」で見たように、・・・・・・・・・・

このような規制環境に機動的に対応できるような制度設計が必要で

ある。」(32頁 10行目から 35行目まで) 
「［参考］	 政策の実現に向けての留意事項 
	 第 4章で述べたとおり、････････････業務移管先の変更を行うこと
が可能となっている」(35頁から 38頁全体) 
 
【意見】 
「.jp」ドメイン以外の gTLDのレジストリやＤＮＳのホスティング等
の事業者も含め一定の規律をすることが前提として記述され、また、

深刻な事態が発生した場合の報告徴収、業務改善命令等の措置の検討

が記述されているが、これらはすべて撤回すべきである。まずは、Ｄ

ＮＳの信頼性・透明性という観点から現状でどのような問題が発生し

ているのかあるいはしうるのか、そしてそれを解決するためには法制

度改正が本当に必要なのかを再検証すべきである。 
 
【意見の理由】 
① そもそもＤＮＳの信頼性・透明性という観点から現状でどのよう

な問題が発生しているかどうか何の記述もされていない。規制を



 

 
 

行う立法事実が何も書かれておらず、唐突に規制の導入が言及さ

れておりはなはだ不適切である。今まで通常に問題なくサービス

を行ってきた事業者に対して必要性・合理性のない規制の導入が

正当化されるだけの根拠を欠いている。なお、規制の方法が、遵

守基準を国が定める規制ではなく自主基準による規律を尊重した

ゆるやかな規制の枠組みにするからといって、立法事実の検証が

おろそかになっていいことは全くないことを強く申し添える。 
② 新 gTLD のグローバルな枠組みにおいては、ＩＣＡＮＮの定める
厳しい技術基準によって、事業者に非常事態があった場合には、

迅速に他の事業者へドメイン名の登録が再移管され、サービス展

開に支障が生じないような仕組みが構築されており、政府が日本

独自のルールを制定する必要がない。 
③ インターネットはグローバルなネットワークであり、日本におけ

るＤＮＳホスティング事業者等だけを対象に規律してもＤＮＳの

稼動に対して実効性を全く欠いており、いわれのない負担だけ国

内事業者に課されることになる。 
④ インターネットガバナンスの議論に関しては、日本政府・総務省

は、国連による管理を支持する立場をとってこなかったと理解し

ている。今回の案は、従来電気通信事業法では届出・登録等によ

る事業者への規制という形で規律されてこなかったインターネッ

トサービス関連分野に対しても規制を幅広く不必要に課すもので

あり、今までの政府のインターネットガバナンスのスタンスとも

整合性が取れなくなり不適切である。日本の世界に対する信頼性

を下げる可能性がある。 
32 第 4章-5 【総務省案】 

「５	 インターネットガバナンスの議論の場 
	 「.jp」の利害関係者は多分野・････・といった懸念があることを十
分踏まえた検討が必要である」(32頁下から 3行目～34頁 10行目) 

 
【意見】 
インターネットガバナンスのあり方は世界で議論されているところで 
あり、多様な意見が反映されるよう制度構築を関係者からも十分意見 
を聞いて検討すべきである。「マルチステイクホルダーの仕組みの主 
体」を担うということを元に、政府が必要以上に管理することは避け 
るべきである。 
 



 

 
 

【意見の理由】 
①報告書案にもあるとおり、上記仕組みの議論は世界中でも議論され

ているところでもあるので、十分時間をかけて議論すべきである。 
②意見集約の必要性はあるものの、意見聴取・反映の手続きがおざな

りになればマルチステークホルダーが空文化するのでそうならない

ようにすべきである。 
③従来の民間事業者による主導というインターネットの世界は、イノ

ベーション促進の観点から強く維持されるべきである。 
 

以	 上 


